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県では、障害者雇用を促進するため、関係機関との連携のもと、障害者雇用伴走・
定着支援員が日程調整のうえ訪問し、状況をお伺いしながら障害者雇用への理解
促進や仕事の切り出しなどのご提案をするほか、障害者とのマッチングを支援し
ます。

水戸市三の丸 1-7-41

E-mail: rousei6@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県
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茨城県

障害者雇用をお考えの企業の皆様へ

雇用への取り組みの
お手伝いをします‼

障害者雇用伴走
・定着支援員が
障害者雇用伴走
・定着支援員が

こんなお悩みありませんか？

無料

相談・
サービス

雇用の
ミスマッチ
を避けたい

障害の
ある人を
雇用したい

定着支援を
受けたい

助成金制度を
活用したい

障害の
ある人に
対する理解を
深めたい



全ての事業主には、常時雇用している労働者に障害者雇用率を得た数以上の障害者を雇用
することを義務づけています。
平成30年４月１日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害
者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も引き上げられました。
事業主は、毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る制度です。常用雇用労働者が100人を
超える月が４～３月の１年間を通して５か月以上ある事業主で、法定雇用障害者数を下回った
場合は申告とともに納付金の納付が必要になり、法定雇用障害者数を超えている場合は、
申請に基づき調整金を支給します。納付金は調整金や報奨金、助成金等の原資となります。

※なお、常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者の総数が一定
数を超えている事業主に対しては、申請に基づき報奨金（１人当たり月
額２万１千円）を支給します。詳しくは、(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構HPをご覧ください。

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～より引用
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障害者雇用納付金制度の概要

事業主区分
民間企業

週所定労働時間 10時間以上 20時間以上 30時間以上
（単位：人）

身体障害者
重 度

重 度
知的障害者

精神障害者

―
0.5
―
0.5
0.5

0.5
１
0.5
１
１

１
２
１
２
１

国・地方公共団体等
都道府県の教育委員会

令和６年４月～

２.5% (従業員40.0人以上)
２.8%
２.7%

令和８年７月～

２.7% ( 従業員 37.5 人以上 )
３.0%
２.9%

法定雇用率

〇障害区分に応じた算定方法

納付金の徴収 : 不足する障害者１人当たり月額５万円
調整金の支給 : 超過する障害者１人当たり月額２万９千円など※

高障機構　障害者雇用
納付金制度の概要 ▼


